
4,169

4,326

3,125
3,425

6,573 5,915

820

４段階 1,445 2,066

３段階①

３段階② 1,300 1,310

1,000 1,310

１段階 300 820

8,144 7,329 815

４段階 1,445 2,066
３段階② 1,300 1,310

要支援2 656 662 752

6

要支援1 529 535 607
合計
単位
×

13.6％

658

１段階 300

３段階① 1,000

1,935
２段階 600 820 2,235

3,268

1,778
２段階 600 820 2,078

1,310 2,968

令和7年4月1日改定

要介護度 基本単位 加算単位 合計単位
処遇改善
加算

総合計単位 利用料金（円） 給付額（円）
自己負担額

（円）
負担
段階

食費（円） 居住費（円）
自己負担額
１日合計

特別養護老人ホーム　ショートステイ利用料金表　（豊治共愛の家）　介護保険負担割合　１割

3,687

３段階② 1,300 1,310 3,774

３段階② 1,300 1,310 3,859

1,445 2,066 4,588

１段階 300 820

10,765 9,688 1,077

４段階

1,015

３段階② 1,300 1,310 3,510

居住費（円）
自己負担額
１日合計

負担
段階

食費（円）

1,153

2,066 4,675

１段階 300 820 2,284
２段階 600 820 2,584

2,369
２段階

1,074 11,631 10,467 1,164 3,474

４段階 1,445

３段階② 1,300 1,310

※1単位＝10.83円で計算します。

4,760

5 987
600 820 2,669

３段階① 1,000 1,310 3,559

4 918 946

3 847 875 994

３段階① 1,000 1,310

合計
単位
×

13.6％

12,486 11,237 1,249

４段階 1,445 2,066

３段階① 1,000 1,3102 772 800 908 9,833 8,849 984

2,197
２段階 600 820 2,497
３段階① 1,000 1,310 3,387

１段階 300 820

3,294

４段階 1,445 2,066 4,495

１段階 300 820 2,104
２段階 600 820 2,404

３段階② 1,300 1,310 3,594

1 704 732 831

2,020
２段階 600 820 2,320
３段階① 1,000 1,310 3,210

１段階 300 820

4,411４段階 1,445 2,066

28

8,999 8,099 900

要介護度 基本単位 加算単位 合計単位
処遇改善
加算

総合計単位 利用料金（円） 給付額（円）
自己負担額

（円）



「加算単位」の内訳（加算の説明は別紙「加算一覧」をご覧ください）

※予防はNo.30のみ

介護職員等の処遇改善の為にいただく加算です。上記の「加算単位」を含めた合
計単位に、13.6％を乗じた単位になります。

１月
600円

各種保険証類、診察券等の保管
料として徴収させていただきま
す。

1日
20円

ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、携帯電話の充電、電気
毛布等を使用する場合に徴収させて
いただきます。但し、日常品(電動髭
剃りの充電等)は含みません。
不明点はご相談ください。

合計 28

介護職員等処遇改善加算 保険証類等　保管料 ｺﾝｾﾝﾄ(嗜好品)　使用料

30 サービス提供体制強化加算Ⅲ 6

6 看護体制加算Ⅰ　　※予防除く 4 19 送迎加算 184/片道 227

14 夜勤職員配置加算Ⅱ 18 21 療養食加算 8（１食） 10

入居者全員が対象となる加算（１日あたり） １月、１回、もしくは該当者のみ対象となる加算

No. 加算名 単位 No. 加算名 単位 円

「介護負担限度額認定証」をお持ちの方は、表面の「食費」「居住費」と認定証を照らし合わせの上、ご確認ください。
お持ちでない方は、区役所の介護保険課へお問い合わせて確認をして下さい。

※食費内訳
朝　食　：　300円
昼　食　：　645円
夕　食　：　500円

介護保険負担限度額認定証について

１段階
食　費 300円　

居住費
市町村民税非課税世帯で、老年年金を受給している方、また生活保護の方。

※いずれも１日の料金

市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
預貯金　単身650万円　夫婦1650万円以下

820円　

３段階　①
食　費 1,000円　

居住費 1,310円　

２段階
食　費 600円　

居住費 820円　

市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方。
預貯金　単身550万円　夫婦1550万円以下

３段階　② 市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方。
預貯金　単身500万円　夫婦1500万円以下

食　費 1,300円　

居住費

上記以外の方４段階
食　費

居住費

1,310円　

1,445円※

2,066円　


